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　　　　イ 　改修した各部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる
こと

　　　　ロ　改修後の住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当となること
　　　　ハ 　改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がること

及び改修後の住宅全体の省エネ性能について断熱等性能等級が等級4、又
は一次エネルギー消費量等級が等級４以上かつ断熱等性能等級が等級３
となること

　　３ 　「特定多世帯同居改修工事等」とは、下記ロハ注１の「特定多世帯同居改修
工事等」をいいます。

　　４ 　「特定耐久性向上改修工事等」とは、下記ロニ注１の「特定耐久性向上改修
工事等」をいいます。

　　５ 　住宅特定改修特別税額控除（既存住宅について特定の改修工事をして、平
成21年４月１日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場
合における標準的な費用の額（平成26年３月31日までは工事費用相当額との
いずれか少ない金額）を基礎とする所得税額の特別控除）の適用を受ける場
合には、上記イイの住宅借入金等特別控除並びに上記ロイ、ロロ、下記ロハ
及びロニの特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできま
せん。

　　６ 　特定取得とは、上記ロイ注７の特定取得をいいます。

ハ　特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等
　個人が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、特定
多世帯同居改修工事等（注１）を含む増改築等（以下「多世帯同居改修
工事等」といいます。）をして、平成28年４月１日から平成33年12
月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、その人が
増改築等住宅借入金等を有するときは、上記イイ、ロ又はニとの選
択により、居住年以後５年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金
等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、【表４】の
とおりの控除率により計算した金額が多世帯同居改修工事等に係る
特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得
税の額から控除されます（注２）（措法41の３の２②三、⑧～⑩、措令
26の４⑧⑳、措規18の23の２①、昭和63年建設省告示第1274号（最
終改正平成29年国土交通省告示第278号）、平成28年国土交通省告示
第585号（最終改正平成29年国土交通省告示第290号））。

【表４】

33 12 31

（※）増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、①と②の合計で1,000万円となります。
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（注）１ 　特定多世帯同居改修工事等とは、家屋について行う次に掲げる国土交通大
臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数
を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替であり、これらに該当する
ことが証明書により証明された改修工事（当該改修工事が行われる構造又は
設備と一体になって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を
含みます。）をいいます。

　　　 　なお、上記の証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定す
る登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関、建築士
法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士又は特定住宅瑕疵
担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担
保責任保険法人が交付する増改築等工事証明書をいいます。

　　　⑴ 　調理室を増設する工事（多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に
供する部分に、ミニキッチン（台所流し、こんろ台その他調理のために必
要な器具又は設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニットをいいま
す。）を設置する調理室以外の調理室がある場合に限ります。）

　　　⑵ 　浴室を増設する工事（多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供
する部分に、浴槽を設置する浴室がある場合に限ります。）

　　　⑶　便所を増設する工事
　　　⑷　玄関を増設する工事
　　２ 　住宅特定改修特別税額控除（既存住宅について特定の改修工事をして、平成

21年４月１日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合
における標準的な費用の額（平成26年３月31日までは工事費用相当額とのい
ずれか少ない金額）を基礎とする所得税額の特別控除）の適用を受ける場合に
は、上記イイの住宅借入金等特別控除並びに上記ロイ、ロロ、ロハ及び下記ロ
ニの特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

ニ　特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等
　個人が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、特定
断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等（注１）を含む
増改築等（以下「耐久性向上改修工事等」といいます。）をして、
平成29年４月１日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用
に供した場合において、その人が増改築等住宅借入金等を有すると
きは、上記イイ、ロ又はニとの選択により、居住年以後５年間の各
年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部
分の金額を基として、【表５】のとおりの控除率により計算した金
額が特定耐久性向上改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特
別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます（注２）

（措法41の３の２②四、⑥、措令26の４⑨、措規18の23の２①、昭
和63年建設省告示第1274号（最終改正平成29年国土交通省告示第
278号）、平成29年国土交通省告示第279号）。
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【表５】

29
33 12 31

①耐久性向上改修工事等に係る費用

②うち特定耐久性向上改修工事等に係る費用

（注）１ 　特定耐久性向上改修工事等とは、家屋について行う次に掲げる国土交通大
臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維
持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替で、これらに該当す
ることが証明書により証明された改修工事（当該改修工事が行われる構造又
は設備を一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事
を含みます。）をいいます。

　　　 　なお、上記の証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定す
る登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関、建築士
法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士又は特定住宅瑕疵
担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担
保責任保険法人が交付する増改築等工事証明書をいいます。

　　　⑴　小屋裏の換気性を高める工事
　　　⑵ 　小屋裏の状態を確認するための点検口を天井又は小屋裏の壁に取り付け

る工事
　　　⑶　外壁を通気構造等とする工事
　　　⑷　浴室又は脱衣室の防水性を高める工事
　　　⑸　土台の防腐又は防蟻のために行う工事
　　　⑹　外壁の軸組等に防腐処理又は防蟻処理をする工事
　　　⑺　床下の防湿性を高める工事
　　　⑻　床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
　　　⑼ 　高さが400㎜以上の基礎が有する機能を代替する雨どいを軒又は外壁に

取り付ける工事
　　　⑽　地盤の防蟻のために行う工事
　　　⑾　給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易性を高める工事
　　２ 　住宅特定改修特別税額控除（既存住宅について特定の改修工事をして、平

成21年４月１日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場
合における標準的な費用の額（平成26年３月31日までは工事費用相当額との
いずれか少ない金額）を基礎とする所得税額の特別控除）の適用を受ける場
合には、上記イイの住宅借入金等特別控除並びに上記ロイ、ロロ、ロハ及び
ロニの特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませ
ん。

⑵　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等
　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等と
は、次の表の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる要件に該当するもの
をいい、自己の居住の用に供する家屋を２以上有する場合には、主とし
て居住の用に供する一の家屋に限られます（措法41①⑩⑬㉕、41の３の

（※）増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、①と②の合計で1,000万円となります。
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２①②⑤⑥⑧⑨、措令26①②④⑳～㉒㉖㉙、26の４①～⑧⑱～⑳、措規
18の21①②⑬⑮、18の23の２①②、平25改正法附則55①②）。

区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

居住用家屋の新築
又は新築住宅の取
得

　新築又は取得の日から６か月以内に居住の用に供した家
屋で、次に掲げる要件を満たすもの
①　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に
供していること
②　床面積が50㎡以上であること
③　床面積の２分の１以上が専ら自己の居住の用に供され
るものであること
④　住宅借入金等を有していること

認定住宅の新築又
は新築住宅の取得

　新築又は取得の日から６か月以内に居住の用に供した家
屋で、次に掲げる要件を満たすもの
①　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に
供していること
②　床面積が50㎡以上であること
③　床面積の２分の１以上が専ら自己の居住の用に供され
るものであること
④　長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第２号
に規定する認定長期優良住宅に該当するものであること
又は都市の低炭素化の促進に関する法律第２条第３項に
規定する低炭素建築物に該当するものであること若しく
は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同
法第９条第１項に規定する特定建築物に該当するもの（注）
であることにつき認定通知書の写し等により証明がされ
たもの
　（注） 　平成25年６月１日以後に自己の居住の用に供する

特定建築物について適用されます。
⑤　認定住宅借入金等を有していること

既存住宅の取得 　取得の日から６か月以内に居住の用に供した家屋で、次
の要件を満たすもの
①　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に
供していること
②　床面積が50㎡以上であること
③　床面積の２分の１以上が専ら自己の居住の用に供され
るものであること
④　建築後使用されたことのあるものであること
⑤　次のいずれかに該当する家屋であること

　イ 　家屋が建築された日から取得の日までの期間が20年
（耐火建築物については25年）以内であること
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区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

　ロ 　取得の日前２年以内に地震に対する安全上必要な構
造方法に関する技術的基準等に適合する建物であると
証明されたもの

　ハ 　イ又はロの要件に当てはまらない家屋で、その家屋
の取得の日までに耐震改修を行うことについて一定の
申請手続をし、かつ、居住の用に供する日（その取得
の日から６か月以内の日に限ります。）までにその耐
震改修（住宅耐震改修特別控除の適用を受けるものを
除きます。）によりその家屋が耐震基準に適合するこ
とにつき証明されたものであること

　　（注） 　平成26年４月１日以後に家屋を取得する場合に
限ります。

⑥　住宅借入金等を有していること

増 改 築 等 　自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するもの
について行う工事で、次に掲げる要件を満たすもの
① 　次に掲げる増改築等の工事で当該工事に該当するもの
であることについて証明されたもの
　イ 　増築や改築、建築基準法上の大規模の修繕、大規模
の模様替の工事

　ロ 　マンション等の区分所有建物のうちその人の区分所
有する部分の床、間仕切壁又は主要構造部である壁等
について行う一定の修繕又は模様替（イに該当するも
のを除きます。）の工事

　ハ 　家屋（マンション等の区分所有建物については、そ
の人が区分所有する部分に限ります。）のうち居室、

　　 調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の
一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
（イ又はロに該当するものを除きます。）の工事

　ニ 　家屋について行う地震に対する安全性に関する一定
の基準に適合させるための修繕又は模様替（イからハ
に該当するものを除きます。）の工事

　ホ 　家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営
むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための
修繕又は模様替（イからニに該当するものを除きま
す。）の工事

　へ 　家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著し
く資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の
合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替（イから
ホに該当するものを除きます。）の工事（平成21年４
月１日から平成27年12月31日までの間に居住の用に供
する場合については、その要件が緩和され、「家屋に
ついて行うエネルギーの使用の合理化に資する増築、
改築、修繕又は模様替の工事」とされています。）
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区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

②　その工事に要した費用の額（その工事の費用に関し補
助金等（国又は地方公共団体から交付される補助金又は
給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下72
ページまでにおいて同じです。）の交付を受ける場合に
は、その工事に要した費用の額からその補助金等の額を
控除した金額）が100万円を超えること
③　工事をした家屋のその工事をした部分のうちに自己の
居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の
居住の用に供する部分の工事に要した費用の額がその工
事に要した費用の額の総額の２分の１以上であること
④　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に
供していること
⑤　工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
⑥　工事をした後の家屋の床面積の２分の１以上が専ら自
己の居住の用に供されるものであること
⑦　増改築等の日から６か月以内に居住の用に供している
こと
⑧　住宅借入金等を有していること
⑨　その工事をした後の家屋が、その人が主としてその居
住の用に供すると認められるものであること

特　
　

定　
　

増　
　

改　
　

築　
　

等

バリアフリー
改修工事等

　特定個人が、自己の所有している家屋で自己の居住の
用に供するものについて行う高齢者等居住改修工事等を
含む上記「増改築等」の要件①イ～ヘに掲げる工事で、
高齢者等居住改修工事等に該当するものであることにつ
いて増改築等工事証明書により証明されたものであって、
次に掲げる要件を満たすもの
①　高齢者等居住改修工事等に要した費用の額（高齢者
等居住改修工事等を含む住宅の増改築等の費用に関し
補助金等の交付を受ける場合には、その高齢者等居住
改修工事等に要した費用の額からその補助金等の額を
控除した金額）が50万円（平成26年３月31日以前に居
住の用に供した場合については、30万円）を超えること
②　工事をした家屋のその工事をした部分のうちに自己
の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自
己の居住の用に供する部分の工事に要した費用の額が
その工事に要した費用の額の総額の２分の１以上であ
ること
③　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用
に供していること
④　工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
⑤　工事をした後の家屋の床面積の２分の１以上が専ら
自己の居住の用に供されるものであること
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区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

特　
　

定　
　

増　
　

改　
　

築　
　

等

⑥　増改築等の日から６か月以内に居住の用に供してい
ること
⑦　増改築等住宅借入金等を有していること
⑧　その工事をした後の家屋が、その人が主としてその
居住の用に供すると認められるものであること

省エネ改修工
事等

　個人が、自己の所有している家屋で自己の居住の用に
供するものについて行う特定断熱改修工事等又は断熱改
修工事等を含む上記「増改築等」の要件①イ～へに掲げ
る工事で、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に該
当するものであることについて増改築等工事証明書によ
り証明されたものであって、次に掲げる要件を満たすも
の
①　特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費
用の額（特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を含
む住宅の増改築等の費用に関し補助金等の交付を受け
る場合には、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工
事等に要した費用の額からその補助金等の額を控除し
た金額）が50万円（平成26年３月31日以前に居住の用
に供した場合については、30万円）を超えること
②　工事をした家屋のその工事をした部分のうちに自己
の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自
己の居住の用に供する部分の工事に要した費用の額が
その工事に要した費用の額の総額の２分の１以上であ
ること
③　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用
に供していること
④　工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
⑤　工事をした後の家屋の床面積の２分の１以上が専ら
自己の居住の用に供されるものであること
⑥　増改築等の日から６か月以内に居住の用に供してい
ること
⑦　増改築等住宅借入金等を有していること
⑧　その工事をした後の家屋が、その人が主としてその
居住の用に供すると認められるものであること

特定多世帯同
居改修工事等

　個人が、自己の所有している家屋で自己の居住の用に
供するものについて行う特定多世帯同居改修工事等を含
む上記「増改築等」の要件①イ～ヘに掲げる工事で、特
定多世帯同居改修工事等に該当するものであることにつ
いて増改築等工事証明書により証明されたものであって、
次に掲げる要件を満たすもの
①　特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額（特定
多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等の費用に
関し補助金等の交付を受ける場合には、その特定多世
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区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

特　
　

定　
　

増　
　

改　
　

築　
　

等

帯同居改修工事等に要した費用の額からその補助金等
の額を控除した金額）が50万円を超えること
②　工事をした家屋のその工事をした部分のうちに自己
の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自
己の居住の用に供する部分の工事に要した費用の額が
その工事に要した費用の額の総額の２分の１以上であ
ること
③　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用
に供していること
④　工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること
⑤　工事をした後の家屋の床面積の２分の１以上が専ら
自己の居住の用に供されるものであること
⑥　増改築等の日から６か月以内に居住の用に供してい
ること
⑦　増改築等住宅借入金等を有していること
⑧　その工事をした後の家屋が、その人の主としてその
居住の用に供すると認められるものであること

特定耐久性向
上改修工事等

　個人が、自己の所有している家屋で自己の居住の用に
供するものについて行う特定断熱改修工事等と併せて行
う特定耐久性向上改修工事等を含む上記「増改築等」の要
件①イ～ハに掲げる工事で、特定耐久性改修工事等に該
当するものであることについて増改築等工事証明書によ
り証明されたものであって、次に掲げる要件を満たすもの
① 　認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条
第１項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づ
くものであること
② 　特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額（特定
耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を
受ける場合には、その特定耐久性向上改修工事等に要
した費用の額からその補助金等の額を控除した金額）
が50万円を超えること
③ 　工事をした家屋のその工事をした部分のうちに自己
の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自
己の居住の用に供する部分の工事に要した費用の額が
その工事に要した費用の額の総額の２分の１以上であ
ること
④ 　居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用
に供していること
⑤　工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること



－72－

区　　分 住宅の取得等に該当するための要件

特　

定　

増　

改　

築　

等

⑥ 　工事をした後の家屋の床面積の２分の１以上が専ら
自己の居住の用に供されるものであること
⑦ 　増改築等の日から６か月以内に居住の用に供してい
ること
⑧　増改築等住宅借入金等を有していること
⑨ 　その工事をした後の家屋が、その人の主としてその
居住の用に供すると認められるものであること

⑶　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等
イ 　住宅借入金等特別控除（認定住宅に係るものを含みます。）の場合
　住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等とは、割賦による
償還期間又は賦払期間が10年以上の次に掲げる借入金又は債務（これ
らに類する一定の債務を含みます。）をいい、その家屋の新築又は購
入とともにするその住宅の敷地の用に供される又は供されていた土地
等の取得資金に充てるためのものも含まれます。ただし、その借入金
等のうち利息に対応するもの及び使用者から借り入れた借入金等でそ
の利率が年0.2％未満（平成28年12月31日以前は年１％未満）のものな
ど一定のものを除きます（措法41①⑭、措令26⑨㉗、措規18の21③～
⑧⑯⑰）。
イ　住宅の取得等に要する資金に充てるための金融機関、独立行政法
人住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金等
ロ　建設業者に対する住宅の取得等の工事の請負代金又は宅地建物取
引業者等居住用家屋の分譲を行う一定の者に対する住宅の取得等の
対価についての債務
ハ　独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住
宅協会を当事者とする中古家屋の取得に伴う債務の承継に関する契
約に基づく賦払債務
ニ　住宅の取得等のための使用者からの借入金又は使用者に対する住
宅の取得等の対価についての債務
（注） 　平成12年４月１日以後にイに掲げる借入金（地方公共団体からの借入

金を除きます。）その他一定の債務に関する債権の譲渡があった場合に
おいて、債務者である個人が、当初の借入先から一定の要件を満たす債
権の譲渡を受けた特定債権者に対して有するその債権に関する借入金又
は債務は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借
入金等に含まれます（措令26⑨六）。

　　 　ここでいう特定債権者とは、当初の借入先との間でその債権の管理及
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　　 び回収に関する業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約にし
たがって、当初の借入先に対してその債権の管理及び回収に関する業務
の委託をしている法人をいいます。

ロ　バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
の場合
　バリアフリ－改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
の対象となる住宅借入金等とは、償還期間が５年以上の割賦償還の方
法により返済することとされている借入金若しくは賦払期間が５年以
上の割賦払の方法により支払うこととされている債務又は債務者の死
亡時に一括償還をする方法により支払うこととされている一定の借入
金で次に掲げるものをいい、その住宅の増改築等とともにするその家
屋の敷地の用に供される土地等の取得資金に充てるためのものも含ま
れます。ただし、その借入金等のうち利息に対応するもの及び使用者
から借り入れた借入金等でその利率が年0.2％未満（平成28年12月31日
以前は１％未満）のものなど一定のものを除きます（措法41の３の２
③⑧⑪、措令26の４⑨～⑯㉑、措規18の23の２③～⑨）。
イ　住宅の増改築等に要する資金に充てるための金融機関、独立行政
法人住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金等
ロ　建設業者に対する住宅の増改築等の工事の請負代金又は宅地建物
取引業者等居住用家屋の分譲を行う一定の者に対する住宅の増改築
等の対価についての債務
ハ　住宅の増改築等のための使用者からの借入金又は使用者に対する
住宅の増改築等の対価についての債務
ニ　住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金
融支援機構から借り入れた借入金で、契約においてその借入金に係
る債務を有する者（二人以上の個人が共同で借り入れた場合には、
その二人以上の個人の全員）の死亡時に一括償還をする方法により
支払うこととされているもの

ハ　省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
　省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象
となる住宅借入金等とは、償還期間が５年以上の割賦償還の方法によ
り返済することとされている借入金若しくは賦払期間が５年以上の割
賦払の方法により支払うこととされている債務で上記ロイ～ハに掲げ
るものをいい、その住宅の増改築等とともにするその家屋の敷地の用
に供される土地等の取得資金に充てるためのものも含まれます。ただ
し、その借入金等のうち利息に対応するもの及び使用者から借り入れ
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た借入金等でその利率が年0.2％未満（平成28年12月31日以前は１％未
満）のものなど一定のものを除きます（措法41の３の２③⑦⑪、措令
26の４⑨～⑯㉑、措規18の23の２③～⑨）。
ニ　多世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の
場合
　多世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の
対象となる住宅借入金等とは、償還期間が５年以上の割賦償還の方法
により返済することとされている借入金若しくは賦払期間が５年以上
の割賦払の方法により支払うこととされている債務で上記ロイ～ハに
掲げるものをいい、その住宅の増改築等とともにするその家屋の敷地
の用に供される土地等の取得資金に充てるためのものも含まれます。
ただし、その借入金等のうち利息に対応するもの及び使用者から借り
入れた借入金等でその利率が年0.2％未満（平成28年12月31日以前は
１％未満）のものなど一定のものを除きます（措法41の３の２③⑦⑩
⑪、措令26の４⑨～⑯㉑、措規18の23の２③～⑨）。
ホ　耐久性向上改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の
場合
　耐久性向上改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の
対象となる住宅借入金等とは、償還期間が５年以上の割賦償還の方法
により返済することとされている借入金若しくは賦払期間が５年以上
の割賦払の方法により支払うこととされている債務で上記ロイ～ハに
掲げるものをいい、その住宅の増改築等とともにするその家屋の敷地
の用に供される土地等の取得資金に充てるためのものも含まれます。
ただし、その借入金等のうち利息に対応するもの及び使用者から借り
入れた借入金等でその利率が年0.2％未満のものなど一定のものを除き
ます（措法41の３の２③⑦⑪、措令26の４⑨～⑯㉑、措規18の23の２
③～⑨）。

⑷　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除が受けられない場合
　確定申告において（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受
けている場合であっても、その後の年において次のような事実が生じた
ときは、この控除の適用を受けることはできません（措法41①⑯、41の
３）。したがって、年末調整の際にこの控除の適用を受けようとする人
がいるときは、注意が必要です。
イ　家屋に入居後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供してい
ないとき
（注） 　居住の用に供さなくなったことが死亡又は災害を事由とするものである
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ときは、その事由が生じた日まで引き続いて自己の居住の用に供していれ
ば、その年については控除を受けることができます。

　　 　なお、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律」により、その居住の用に供していた家屋が東日本大震災によって
被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合にお
いて、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以
後の各年において住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間に
ついても引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます
（以下この特例を「適用期間の特例」といいます。）。

　　 　また、この適用期間の特例と住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控
除の控除額の特例については、重複して適用を受けることができます。

ロ　居住用家屋を居住の用に供した年の翌年又は翌々年にその居住用家
屋やその敷地の用に供されている土地以外の所定の資産を譲渡した場
合において、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特
例」や「居住用財産の譲渡所得の特別控除」等（措法31の３①、35①、
36の２、36の５、37の５）の課税の特例の適用を受けることとなった
とき
（注） 　既にこの制度の適用を受けた年分の所得税については、修正申告書又は

期限後申告書を提出し、既に受けた住宅借入金等特別控除額に相当する税
額を納付することになります。

⑸ 　再び居住の用に供した場合の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除
の適用又は再適用
イ 　当初居住年に転居した場合
　住宅の取得等及び認定住宅の新築等をして居住の用に供した個人
が、その居住の用に供した日からその年（以下「当初居住年」といい
ます。）の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令に伴う転居
その他これに準ずるやむを得ない事由（以下「転任命令等」といいま
す。）により、その家屋をその人の居住の用に供しなくなった場合で
あっても、再びその家屋をその人の居住の用に供した場合（当初居住
年が平成24年以前である場合には、当初居住年の翌年以後再びその家
屋をその人の居住の用に供した場合）には、一定の要件の下で、その
住宅の取得等及び認定住宅の新築等に係る（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除の控除期間内の各年のうち、再び居住の用に供した日の
属する年（以下「再居住年」といいます。）以後の各適用年（再居住
年にその家屋を賃貸の用に供していた場合にはその翌年以後の各適用
年）について、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受け
ることができます（措法41㉑、平25改正法附則54③）（注）。
　 　なお、この適用を受けるためには、その家屋に再び居住し（特定増
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改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分について、
「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の
用に供した方用）」などを添付した確定申告書を提出する必要があり
ます（措法41㉒、措規18の21㉑）。
（注） 　この制度は、平成21年１月１日以後にその家屋を自己の居住の用に供し

なくなった場合に適用されます（平21改正法附則33①）。

ロ 　当初居住年の翌年以後に転居した場合
　住宅の取得等及び認定住宅の新築等をして（特定増改築等）住宅借
入金等特別控除の適用を受けていた人が、転任命令等により、当該控
除の適用を受けていた家屋をその人の居住の用に供しなくなったこと
により当該控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再びその
人の居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、その住宅の取得
等及び認定住宅の新築等に係る（特定増改築等）住宅借入金等特別控
除の控除期間内の各年のうち、再居住年以後の各適用年（再居住年に
その家屋を賃貸の用に供していた場合にはその翌年以後の各適用年）
について、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の再適用を受ける
ことができます（措法41⑱）。
　 　なお、この再適用を受けるためには、その家屋を居住の用に供しな
くなる日までにその居住の用に供しないこととなる事情の詳細その他
一定の事項を記載した「転任の命令等により居住しないこととなる旨
の届出書」に、未使用分の「年末調整のための（特定増改築等）住宅
借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の（特定増改築等）住宅
借入金等特別控除申告書」を添付してその家屋の所在地の所轄税務署
長に提出するとともに、その家屋に再び居住し（特定増改築等）住宅
借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年分について、「（特定増改
築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した
方用）」などを添付した確定申告書を提出する必要があります（措法
41⑲、措規18の21⑱～⑳）。
　上記イ又はロの（特定増改築等）住宅借入金等特別控除については、
確定申告をした翌年以後の年分については、年末調整の際に控除を受け
ることができます。
　居住していなかった期間については、（特定増改築等）住宅借入金等
特別控除の適用はありません。また、（特定増改築等）住宅借入金等特
別控除の控除期間は延長されません。
⑹　災害により居住の用に供することができなくなった場合の措置
イ　住宅借入金等特別控除
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　従前家屋（住宅の新築取得等をして引き続きその個人の居住の用に
供していた家屋をいいます。以下同じです。）が、災害により居住の
用に供することができなくなった場合に、居住年以後10年間の各年の
うち、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後
の各年において住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間
についても引き続き住宅借入金等特別控除等の適用を受けることがで
きます（措法41㉔）。
※次に掲げる年以後の各年は適用を受けることができません。
① 　従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地等又は当該土
地等に新たに建築した建物等を事業の用若しくは賃貸の用又は親族
等に対する無償の貸付けの用に供した場合における当該事業の用若
しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
② 　従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地等の譲渡を
し、その譲渡について居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除又は特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及
び繰越控除の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
③ 　災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者
（被災者生活再建支援法適用者を除きます。）が取得等をした家屋に
ついて住宅借入金等特別控除等の適用を受けた年

ロ　特定増改築等住宅借入金等特別控除
　特定増改築等住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合において
も、上記イと同様の適用を受けることができます（措法41の３の２⑳）。

⑺ 　年末調整の際に（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受けるため
の手続
　年末調整の際に（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける場合
には、年末調整の時までに、「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除申告書」に次の証明書を添付して給与の支払者に提出する
ことが必要です（措法41の２の２）。
イ　税務署長が発行する「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除証明書」
ロ　金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証
明書」
　なお、年末調整でこの控除を受ける給与所得者の具体的な手続などそ
の詳しい内容については、年末調整を行う時期に税務署から配布する説
明書「年末調整のしかた」を参照してください（「年末調整のしかた」は、
国税庁ホームページにも掲載されます。）。
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⑻　非居住者が住宅の取得等をした場合の（特定増改築等）住宅借入金等
特別控除の適用
　平成28年４月１日以後に非居住者が住宅の取得等をした場合には、居
住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除の適用を受けることができることとされました。

（参考）
　平成33年12月31日までに住宅を居住の用に供した場合における（特定増改築
等）住宅借入金等特別控除の控除額、所得要件及び対象となる家屋の床面積要
件は、次のようになります。
⑴　住宅借入金等特別控除
イ　一般の住宅の取得等の場合（本則）

床面積要件所 得 要 件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に供し
た日

3,000万円以下 50m2以上

平成21年１月１日から
平成22年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち5,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高50万円）

○　全期間（10年間）

（ （
平成23年１月１日から
平成23年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち4,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高40万円）

○　全期間（10年間）

（ （
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床面積要件所 得 要 件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に供し
た日

3,000万円以下 50m2以上

平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち3,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高30万円）

○　全期間（10年間）

（ （
平成25年１月１日から
平成26年３月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高20万円）

○　全期間（10年間）

（ （

平成26年４月１日から
平成33年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち4,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高40万円）

○　全期間（10年間）
①　特定取得の場合

（ （
住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　   （最高20万円）

②　特定取得以外の場合

（ （
（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て

ます。

ロ　住宅借入金等特別控除の控除額の特例

床面積要件所 得 要 件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に供し
た日

3,000万円以下 50m2以上

平成19年１月１日から
平成19年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,500　×0.6％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高15万円）

①　１～10年目

（ （
住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,500　×0.4％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高10万円）

②　11～15年目

（ （

平成20年１月１日から
平成20年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,000　×0.6％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高12万円）

①　１～10年目

（ （
住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち2,000　×0.4％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　  （最高8万円）

②　11～15年目

（ （
（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て

ます。
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ハ　認定住宅の新築等の場合

平成26年４月１日から
平成33年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち5,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高50万円）

①　特定取得の場合

（ （
住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち3,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高30万円）

②　特定取得以外の場合

（ （

○　全期間（10年間）

床面積要件所 得 要 件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に供し
た日

平成21年６月４日から
平成23年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち5,000　×1.2％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高60万円）

○　全期間（10年間）

（ （

3,000万円以下 50m2以上

平成24年１月１日から
平成24年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち4,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高40万円）

○　全期間（10年間）

（ （
平成25年１月１日から
平成26年３月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち3,000　×１％
万円以下の部分の金額
　　　　　　　　（最高30万円）

○　全期間（10年間）

（ （

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。

ニ　住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例

床面積要件所得要件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の
用に供した日

居住の用に供すること
ができなくなった日か
ら平成24年12月31まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち4,000　×1.2％　（最高48万円）
万円以下の部分の金額

○　全期間（10年間）

（ （
平成25年１月１日から
平成26年３月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち3,000　×1.2％　（最高36万円）
万円以下の部分の金額

○　全期間（10年間）

（ （
平成26年４月１日から
平成33年12月31日まで

住宅借入金等の年末残
高の合計額のうち5,000　×1.2％　（最高60万円）
万円以下の部分の金額

○　全期間（10年間）

（ （

3,000万円
以下 50m2以上

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。
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 ⑵　特定増改築等住宅借入金等特別控除
イ　バリアフリ－改修工事等

×2％＋ －A ×1％

×2％＋ －A ×1％

×2％＋ －A ×1％

床面積
要　件

所　得
要　件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に

供した日

3,000
万円
以下

50m2

以上

平成26年４月１日から
平成33年12月31日まで

平成26年１月１日から
平成26年３月31日まで

高齢者等居住改修
工事等及び特定断
熱改修工事等に係
る増改築等住宅借
入金等の年末残高
の合計額のうち
250万円以下の部
分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

○　全期間（５年間）

○　全期間（５年間）

　①　特定取得の場合

高齢者等居住改修
工事等及び特定断
熱改修工事等に係
る増改築等住宅借
入金等の年末残高
の合計額のうち
200万円以下の部
分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

（最高12万円）

（最高12万円）

（最高12.5万円）

高齢者等居住改修
工事等及び特定断
熱改修工事等に係
る増改築等住宅借
入金等の年末残高
の合計額のうち
200万円以下の部
分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

　②　特定取得以外の場合

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。
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ロ　省エネ改修工事等

×2％＋ －A ×1％

×2％＋ －A ×1％

×2％＋ －A ×1％

床面積
要　件

所　得
要　件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に

供した日

3,000
万円
以下

50m2

以上

平成26年４月１日から
平成33年12月31日まで

平成26年１月１日から
平成26年３月31日まで

特定断熱改修工事
等に係る増改築等
住宅借入金等の年
末残高の合計額の
うち250万円以下
の部分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

○　全期間（５年間）

○　全期間（５年間）

　①　特定取得の場合

特定断熱改修工事
等に係る増改築等
住宅借入金等の年
末残高の合計額の
うち200万円以下
の部分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

（最高12万円）

（最高12万円）

（最高12.5万円）

特定断熱改修工事
等に係る増改築等
住宅借入金等の年
末残高の合計額の
うち200万円以下
の部分の金額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

　②　特定取得以外の場合

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。
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ハ　多世帯同居改修工事等

の金

多

額A

平成28年４月１日から
平成33年12月31日まで

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。

ニ　耐久性向上改修工事等

×2％＋ －A ×1％
平成29年４月１日から
平成33年12月31日まで

○　全期間（５年間）

特定耐久性向上改
修工事等に係る増
改築等住宅借入金
等の年末残高の合
計額のうち250万
円以下の部分の金
額A

増改築等住宅
借入金等の年
末残高の合計
額のうち1,000
万円以下の部
分の金額

（最高12.5万円）

床面積
要　件

所　得
要　件各　年　分　の　控　除　額住宅を居住の用に

供した日

3,000
万円
以下

50m2

以上

（注） 　上記の算式により計算した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て
ます。

Ⅴ　給与所得者が源泉徴収義務者に提出する申告書
１　「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」
⑴　提出する人
　国内において給与の支払を受ける居住者は、原則としてこの申告書を
提出しなければなりません（所法194①）。
　給与所得者が２以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合に
は、この申告書は、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出す
ることができます。また、日雇労働者のように、その給与について適用
される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要
はありません（所法197二）。
（注） 　この申告書を提出しないと源泉徴収の段階で受けることのできる諸控除が
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　　 受けられないこととなるばかりか、月々（日々）の源泉徴収の際には源泉徴
収税額表の乙欄による税額（この申告書を提出した場合の甲欄による税額よ
りも高額となっています。）が徴収されるほか、年末調整も行われないこと
になります。

⑵　提出先
　この申告書は、給与の支払者を経由してその支払者の源泉所得税の納
税地の所轄税務署長に提出することになっていますが、税務署長から提
出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するもの
とされています。ただし、この申告書の提出期限の属する年の翌年の１
月10日の翌日から７年を経過する日後においては、保存する必要はあり
ません（所規76の３）。
（注）１ 　給与の支払者は、この申告書に自らの個人番号又は法人番号を付記す

る必要があります。
 　　２ 　この取扱いは、２の「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」

についても同様です。

　２以上の給与の支払者から給与の支払を受けている人は、その支払者
のうちいずれか一の支払者にこの申告書を提出することになりますが、
いずれの支払者に提出するかは給与の支払を受ける人の任意です。
　なお、この申告書の提出を受けた給与の支払者を一般に「主たる給与
の支払者」といいます。
⑶　提出期限
　この申告書は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出す
ることとなっており、中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を
受ける日の前日までに提出することとなっています（所法194①）。
　また、申告書の記載事項に異動があった場合には、「給与所得者の扶
養控除等異動申告書」をその異動があった日後最初に給与の支払を受け
る日の前日までに提出することとなっています（所法194②）。
⑷　各種控除を受けるための記載事項
　給与の支払を受ける人が、障害者控除や寡婦（寡夫）控除、勤労学生
控除、源泉控除対象配偶者に係る配偶者（特別）控除、扶養控除を受け
ようとする場合には、次のような事項をこの申告書に記載して提出しま
す（所法194①、所規73、措法41の16②、41の17②）。
イ　給与の支払を受ける人が一般の障害者、特別障害者、一般の寡婦、
特別の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、これらに該当す
ることの事実
ロ　給与の支払を受ける人の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに一般
の障害者又は特別障害者若しくは同居特別障害者に該当する人がいる
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場合には、その人の氏名及び個人番号並びにこれらに該当することの
事実（同居特別障害者に該当する人がいる場合には、同居特別障害者
に該当することの事実）
ハ　源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並び
にこれらの控除対象扶養親族等のうちに老人控除対象配偶者や特定扶
養親族又は老人扶養親族に該当する人がいる場合には、老人控除対象配
偶者や特定扶養親族又は老人扶養親族に該当することの事実（同居老
親等に該当する人がいる場合には、同居老親等に該当することの事実）
ニ　ロの一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者又はハの源泉控除
対象配偶者・控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
ホ　この申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
⑸　添付書類
イ　専修学校又は各種学校の生徒や職業訓練法人の行う認定職業訓練を
受ける訓練生が勤労学生控除を受けるためには、この申告書にこれら
の生徒や訓練生に該当する旨の証明書を添付する必要があります（所
法194③）。
ロ　非居住者である親族（以下「国外居住親族」といいます。）に係る
扶養控除、源泉控除対象配偶者に係る配偶者（特別）控除又は障害者
控除の適用を受ける場合には、この申告書にその親族に係る「親族関
係書類」（注1）を添付する必要があります（所法194④）。
ハ　年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除又は障害者控除の
適用を受ける場合には、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日
までに、この申告書に国外居住親族と生計を一にする事実を記載した
上で、「送金関係書類」（注2）を添付して提出するか、又はその申告書の
提出の際に「送金関係書類」を提示する必要があります（所法194⑤⑥）。
（注）１　「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住

親族が居住者の親族であることを証するものをいいます（その書類が外
国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。）。
① 　戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び
国外居住親族の旅券（パスポート）の写し
② 　外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住親族の
氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。）

２　「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居
住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に
行ったことを明らかにするものをいいます（その書類が外国語で作成さ
れている場合には、その翻訳文を含みます。）。
① 　金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によ
りその居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
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② 　いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居
住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等し
てその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の
購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領
することとなることを明らかにする書類

２　「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」
　この申告書は、２以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主
たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額（給与所得控除後
の給与等の金額）が次の①と②の金額の合計額に満たないと見込まれる人
が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者（この支払者を「従たる給与
の支払者」といいます。）のもとで源泉控除対象配偶者に係る配偶者（特別）
控除や扶養控除を受けるために提出するものです（所法195①）。
①　主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料
等の額
②　その人の障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、源泉
控除対象配偶者について控除を受ける配偶者（特別）控除額、扶養控除
額及び基礎控除額の合計額
　なお、主たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶
養親族を年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます
が、従たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親
族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。

３　その他の申告書
　給与所得者が源泉徴収義務者に提出する申告書は上記１、２のほか、給
与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所
得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書がありますが、これ
らの申告書は年末調整の際に使用することになっていますので、その詳細
については、年末調整を行う時期に税務署から配布する説明書「年末調整
のしかた」を参照してください（「年末調整のしかた」は、国税庁ホームペー
ジにも掲載されます。）。
（参考）
◎　「給与所得者の配偶者控除等申告書」
　この申告書は、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除を受けよ
うとする場合に、給与等の支払者（２以上の給与の支払者から給与等の
支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者）からその年の最後に給
与等の支払を受ける日の前日までに、次の事項を記載した当該申告書を、
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給与等の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税
務署長に提出（税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受け
た給与等の支払者が保存するものとされています。）することになって
います（所法195の２、所規74の３、74の４）。
イ 　給与所得者のその年の合計所得の見積額及び配偶者のその年の合計
所得金額（又はその見積額）
ロ 　配偶者の氏名、個人番号、生年月日、住所及びその配偶者が老人控
除対象配偶者又は非居住者である場合には、その旨
ハ 　配偶者控除又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の
基礎
（注） 　国外居住親族に係る配偶者（特別）控除の適用を受ける場合には、当該

申告書に、その配偶者に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添
付して提出するか、又はその申告書の提出の際に提示する必要があります。

　　 　なお、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出する際に、「親
族関係書類」を提出又は提示している場合は、「親族関係書類」の提出又
は提示は不要です。

４　申告書の電磁的方法による提供
 　給与の支払者が、受給者から次の申告書に記載すべき事項に関し電磁的
提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たしているこ
とについて所轄税務署長の承認を受けている場合（注1）には、その受給者は、
書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法により申告書に記載すべき
事項の提供を行うことができます（注2）（注3）（所法198②～⑤、所令319の２、
所規76の２①～⑤）。
①　給与所得者の扶養控除等申告書
②　従たる給与についての扶養控除等申告書
③　給与所得者の配偶者控除等申告書
④　給与所得者の保険料控除申告書
（注）１　承認を受けるための申請書の提出をした日の属する月の翌月末日までにそ

の承認又は不承認の決定がなかったときは、その提出日の属する月の翌月末
日において承認があったものとみなされます。
２　これらの申告書に記載すべき事項の電磁的提供に当たっては、①給与の支
払をする者が発行した個々の受給者の識別ができるＩＤ及びパスワード、又
は②受給者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書をもって、これら
の申告書にすべき本人の署名・押印に代えることができます。
３　申告書に添付すべき証明書類については、従前どおり書面による提出又は
提示が必要となります。
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５　申告書への個人番号の記載の特例
　給与の支払者が、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」、「従たる
給与についての扶養控除等（異動）申告書」又は「給与所得者の配偶者控
除等申告書」（以下５において「扶養控除等申告書」といいます。）に記載
されるべき受給者本人、源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特
別控除の適用を受ける配偶者、控除対象扶養親族等（以下５において「受
給者本人等」といいます。）の個人番号その他の事項（注1）を記載した帳簿（注

2）（注3）を備えているときは、その受給者が提出する扶養控除等申告書には、
その帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないこととされています
（所法198⑥、所規76の２⑥～⑪）。
（注）１　この帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。
　　　① 　扶養控除等申告書に記載されるべき受給者本人等の氏名、住所及び個人

番号
　　　②　帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
　　　③　②の申告書の提出年月
　　２ 　この帳簿については、以下の申告書の提出を受けて作成されたものに限り

ます。
　　　①　扶養控除等申告書
　　　②　退職所得の受給に関する申告書
　　　③　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
　　３ 　この帳簿は、上記の特例の適用を受けて提出された扶養控除等申告書のう

ち、最後に提出された申告書の提出期限の属する年の翌年１月10日の翌日か
ら７年を経過する日まで保存する必要があります。

Ⅵ　給与所得に対する源泉徴収
　居住者に対し国内において給与の支払をする者（常時２人以下の家事使用
人のみに対し給与の支払をする者を除きます。）は、原則として毎月（毎日）
の給与の支払の際に源泉徴収をし、更に、その年最後に給与を支払うときに
年末調整を行ってその源泉徴収をした税額の過不足額を精算することになっ
ています。
　ところで、給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、
その支払う給与が賞与である場合と賞与以外の給与である場合とでは異なっ
ていますので、税額の算定に当たっては、その支払う給与を賞与とそれ以外
の給与とに区分する必要があります。一般に賞与とは、定期の給与とは別に
支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の
名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます（所基通183－1
の２）。
　なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に
掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。
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１　純益を基準として支給されるもの
２　あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
３ 　あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時
である場合のものを除きます。

（注）　次に掲げる給与については、賞与に該当することとなります。
　　１ 　法人税法第34条第１項第２号《事前確定届出給与》に規定する給与（他に定

期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する
旨の定めに基づき支給されるものを除く。）

　　２　法人税法第34条第１項第３号に規定する利益連動給与
　これらの給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、
おおむね次のとおりです。

１　賞与以外の給与に対する源泉徴収
⑴　税額表の適用区分
　賞与以外の給料や賃金等を月々（日々）支払う際に源泉徴収をする税
額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます（所法185）。
　この税額表には、月額表と日額表とがあり、それぞれ次の表（税額表
の種類）に掲げる欄が設けられています。
　また、これらの税額表は、給与の支給区分及び「給与所得者の扶養控
除等申告書」の提出の有無に応じ、それぞれ次の表（税額表の適用区分）
のとおり適用します。
　なお、税務署から配布する税額表の各欄の税額は、所得税と復興特別
所得税の合計額となっています。

〔税額表の種類〕

種　　　類 欄 の 区 分 種　　　類 欄 の 区 分

月　額　表
甲　　　　欄

日　額　表

甲　　　　欄

乙　　　　欄
乙　　　　欄 丙　　　　欄
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 〔税額表の適用区分〕

給　与　の　支　給　区　分 使用する
税 額 表

扶養控除等
申告書の提
出の有無　

使用す
る　欄

①月ごとに支払うもの
②半月ごと、旬ごとに支払うもの
③月の整数倍の期間ごとに支払うもの

月額表
提 出 あ り 甲　欄

提 出 な し 乙　欄

④毎日支払うもの
⑤週ごとに支払うもの
⑥日割で支払うもの

日雇賃金
を除きま
す。

日額表
提 出 あ り 甲　欄

提 出 な し 乙　欄

⑦日雇賃金 日額表 （提出不要） 丙　欄

（注） 　日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算
定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与をいいます。

　　 　ただし、一の給与の支払者から継続して２か月を超えて支払を受ける場合
には、その２か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与は、ここでい
う日雇賃金には含まれません（所令309、所基通185－８）。

　税額表の「甲」欄は、扶養親族等の数の「０人」から「７人」までの
各欄に区分されていますので、扶養親族等の数に応じてそれぞれ該当す
る欄を適用します（注１）。
　この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親
族（老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。）との合計数をいいます。
　また、給与の支払を受ける人が障害者（特別障害者を含みます。）、寡
婦（特別の寡婦を含みます。）、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、
その一に該当するごとに扶養親族等の数に１人を加算し、その人の同一
生計配偶者や扶養親族のうちに障害者（特別障害者を含みます。）又は
同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するご
とに扶養親族等の数に１人を加算した数を、扶養親族等の数とします（所
法187）。
（注）１　「源泉控除対象配偶者」とは、所得者（合計所得金額が900万円以下であ

る人に限ります。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として専従者
給与の支払を受ける人及び白色事業専従者に該当する人を除きます。）で合
計所得金額が85万円以下の者をいいます。

　　２ 　「同一生計配偶者」とは、所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専
従者として専従者給与の支払を受ける人及び白色事業専従者に該当する人
を除きます。）で合計所得金額が38万円以下の者をいいます。

　　３ 　扶養親族等の数が７人を超える場合には、扶養親族等の数が７人を超え
る１人ごとに1,610円を控除した金額とします。

　　４ 　源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者（特別障害者を含みま
す。）又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、「給与所得者の
扶養控除等申告書」に親族関係書類が添付等されている場合に限ります。
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【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】
所得者の合計所得金額

（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額）

900万円以下
（1,120万円以下）

900万円超　
950万円以下

（1,120万円超　1,170万円以下）
950万円超
1,000万円以下

（1,170万円超　1,220万円以下）
1,000万円超
（1,220万円超）

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

（
給
与
所
得
だ
け
の
場
合
の
配

偶
者
の
給
与
等
の
収
入
金
額
）

38万円以下
（103万円以下）

１人 （　０人　）（　０人　） ０人

38万円超　
85万円以下

（103万円超　150万円以下） １人 ０人 ０人 ０人

85万円超　
（150万円超） ０人 ０人 ０人 ０人

（注） 　給与等に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は、上図によ
り求めた配偶者に係る扶養親族等の数に、控除対象扶養親族に係る扶養親族
等の数等を加えた数となります。

【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】

85

38

〔配偶者の所得〕
（万円）

（老人）控除対象配偶者

〔所得者の所得〕
（万円）

源泉控除対象配偶者

同一生計配偶者

900 950 1,000

〔月額表を適用する場合の例示〕
　月額表を適用する場合を例示すると、おおむね次の表のとおりです。

凡　例

□…所得者　　障…一般の障害者　特障…特別障害者
同障…同居特別障害者　配…源泉控除対象配偶者　配…同一生計配偶者
寡…寡婦（特別の寡婦を含みます。）又は寡夫
控扶…一般の控除対象扶養親族　老親…同居老親等　老扶…同居
老親等以外の老人扶養親族　特扶…特定扶養親族
扶…年齢16歳未満の扶養親族

配偶者が障害者に該当する場合は１人加算
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区 分 事　　　　　　　例 税　額　表　の　適　用　欄

① 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
人

〈事例１〉
イ 　源泉控除対象配偶者な
し
ロ　控除対象扶養親族なし
ハ　障害者等の控除なし

甲欄の
０人欄

　源泉控除対象配偶者も控除対象扶養
親族もいないので、甲欄の０人の欄を
使用します。

〈事例２〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り
ロ　控除対象扶養親族１人

　　

配

控扶

甲欄の
２人欄

　「扶養親族等の数」とは、源泉控除
対象配偶者と控除対象扶養親族との合
計数をいいますから、甲欄の２人の欄
を使用します。

〈事例３〉
イ 　源泉控除対象配偶者な
し
ロ　扶養親族（年齢16歳未
満）　１人

　　□ 扶

甲欄の
０人欄

　年齢16歳未満の扶養親族の人数は、
扶養親族等の数に加えないことになっ
ていますから、甲欄の０人の欄を使用
します。

〈事例４〉
イ 　源泉控除対象配偶者な
し、同一生計配偶者で障
害者に該当
ロ　控除対象扶養親族なし

　　 配 障

甲欄の
１人欄

　同一生計配偶者で、源泉控除対象配
偶者に該当しない配偶者（所得者の合
計所得金額が900万円超で配偶者の合
計所得金額が38万円以下）は、扶養親
族等の数に加えないことになっていま
すが、その同一生計配偶者が障害者（特
別障害者を含みます。）に該当する場
合には、その障害者の数を加えること
になっていますから、甲欄の１人の欄
を使用します。
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区 分 事　　　　　　　例 税　額　表　の　適　用　欄

① 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
人

〈事例５〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り
ロ 　控除対象扶養親族２
人、うち１人が同居老親
等に該当

　　

配

老親

控扶

控扶

甲欄の
３人欄

　控除対象扶養親族等のうちに同居老
親等に該当する人がいる場合でも、
月々の源泉徴収に当たっては、一般の
控除対象扶養親族等と同様に取り扱っ
て扶養親族等の数を求めることになっ
ていますから、甲欄の３人の欄を使用
します。
（＊） 　同居老親等の控除額58万円と、

一般の控除額38万円との差額は、
年末調整の際に精算することにな
ります。

〈事例６〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り
ロ 　控除対象扶養親族２
人、うち１人が同居老親
等以外の老人扶養親族に
該当し、他の１人が特定
扶養親族に該当

　　

配

老扶

特扶控扶

控扶

甲欄の
３人欄

　控除対象扶養親族のうちに同居老親
等以外の老人扶養親族や特定扶養親族
に該当する人がいる場合でも、月々の
源泉徴収に当たっては、一般の控除対
象扶養親族と同様に取り扱って扶養親
族等の数を求めることとなっています
から、甲欄の３人の欄を使用します。
（＊） 　同居老親等以外の老人扶養親族

の控除額48万円や特定扶養親族の
控除額63万円と、一般の控除額38
万円との差額は、年末調整の際に
精算することになります。

〈事例７〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り
ロ　控除対象扶養親族２人
ハ　本人が障害者に該当

　　

障

配

控扶

控扶

甲欄の
４人欄

　「扶養親族等の数」は、源泉控除対
象配偶者と控除対象扶養親族との合計
数に、本人が障害者（特別障害者を含
みます。）、寡婦（特別の寡婦を含みま
す。）、寡夫又は勤労学生に該当する場
合には、その該当する数を加えること
になっていますから、障害者の１人を
加え、甲欄の４人の欄を使用します。
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区 分 事　　　　　　　例 税　額　表　の　適　用　欄

①　

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
人

〈事例８〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り、同一生計配偶者及び
障害者に該当
ロ 　控除対象扶養親族２
人、うち１人が特別障害
者に該当

　　

配

特障

控扶

控扶

障

甲欄の
５人欄

　同一生計配偶者や扶養親族のうちに
障害者（特別障害者を含みます。）に
該当する人がいる場合には、その障害
者の数を加えることになっていますか
ら、甲欄の５人の欄を使用します。
（＊） 　特別障害者は、月々の源泉徴収

に当たっては、一般の障害者と同
様に取り扱われ、一般の障害者控
除額との差額は年末調整の際に精
算することになります。

〈事例９〉
イ 　源泉控除対象配偶者あ
り
ロ　扶養親族（年齢16歳未
満）　１人、障害者に該
当

　　
□ 配
　 扶 障

甲欄の
２人欄

　年齢16歳未満の扶養親族の人数は、
扶養親族等の数には加えませんが、そ
の扶養親族が障害者（特別障害者を含
みます。）に該当する場合には、障害
者の１人を加えることになっています
ので、甲欄の２人の欄を使用します。

〈事例10〉
イ　 源泉控除対象配偶者あ
り

ロ 　控除対象扶養親族２
人、うち１人が同居特別
障害者に該当

　　

配
特障

同障
控扶

控扶

甲欄の
５人欄

　源泉控除対象配偶者と控除対象扶養
親族との合計数は３人ですが、同一生
計配偶者や扶養親族のうちに同居特別
障害者に該当する人がいる場合には、
障害者の１人と同居特別障害者の１人
を加えることになっていますので、甲
欄の５人の欄を使用します。
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区 分 事　　　　　　　例 税　額　表　の　適　用　欄

①　

給
与
所
得
者
の
扶
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控
除
等
申
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を
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し
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人

〈事例11〉
イ 　源泉控除対象配偶者な
し
ロ　控除対象扶養親族２人

　　

控扶

控扶

甲欄の
２人欄

　源泉控除対象配偶者がなく、控除対
象扶養親族が２人いますから、甲欄の
２人の欄を使用します。
（＊） 　源泉控除対象配偶者がなく、控

除対象扶養親族がいる場合の例と
しては、本人に配偶者がいない場
合と、配偶者はいるが所得者又は
その配偶者に一定の所得があるな
どの理由で源泉控除対象配偶者に
当たらない場合とがありますが、
いずれの場合も同じように適用し
ます。

〈事例12〉
イ 　源泉控除対象配偶者な
し
ロ 　控除対象扶養親族２
人、うち１人が障害者に
該当
ハ 　本人が寡婦（特別の寡
婦を含みます。）又は寡夫
に該当

　　

控扶

控扶

障

寡

甲欄の
４人欄

　控除対象扶養親族が２人あり、本人
が寡婦（特別の寡婦を含みます。）又
は寡夫に該当し、更に控除対象扶養親
族のうち１人が障害者に該当しますの
で、甲欄の４人の欄を使用します。

② 　「給与所得者の扶養控除等申
告書」を提出していない人
③ 　「従たる給与についての扶養
控除等申告書」を提出している
人

乙　欄 　「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していない人や「従たる給与に
ついての扶養控除等申告書」を提出し
ている人は、全て乙欄を使用します。

⑵　税額の求め方
　月額表、日額表を使用した税額の求め方を設例によって説明します。
　設例に基づく税額計算は、「平成30年分　源泉徴収税額表」によってい
ます。
　なお、税額表の「以上」の欄はその欄に記入されている数字を含み、「未
満」の欄はその数字を含まないことにご注意ください。
　また、給与等の支払の際控除される社会保険料（46ページ参照）又は小
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規模企業共済等掛金（46ページ参照）がある場合には、その給与等の金額
からその社会保険料の金額とその小規模企業共済等掛金の金額との合計
額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなし
て、源泉徴収税額の計算をすることとされています（所法188）。以下、
社会保険料と小規模企業共済等掛金とを併せて「社会保険料等」といい
ます。

イ　月額表を適用する場合の税額の求め方
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、月額表の「その月の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「甲」
欄の「扶養親族等の数」欄の該当する人数の欄との交わるところに記
載されている金額が、その求める税額です。

（設例１）
イ　給与の支給額（月額）　250,400円
ロ　給与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　37,424円

ハ　源泉控除対象配偶者あり
ニ　控除対象扶養親族なし

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、212,976円（250,400円－
37,424円）となります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
212,976円が含まれている「211,000円以上213,000円未満」の行を求
め、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」が「１人」の欄との交
わるところに記載されている3,570円が、その求める税額です。

（設例２）
イ　給与の支給額（月額）　296,200円
ロ　給与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　43,203円

ハ　源泉控除対象配偶者なし
ニ　控除対象扶養親族１人
　　（障害者に該当）

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、252,997円（296,200円－
43,203円）となります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
252,997円が含まれている「251,000円以上254,000円未満」の行を求
め、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」が「２人」の欄との交
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わるところに記載されている3,410円が、その求める税額です。
（注） 　扶養親族等の数は、控除対象扶養親族の１人に障害者としての１人を加

えた２人となります。

（設例３）
イ　給与の支給額（月額）　270,700円
ロ　給与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　40,306円
ハ　源泉控除対象配偶者なし

ニ　 控除対象扶養親族２人
（うち１人が障害者に
該当）

ホ　本人が寡婦に該当

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、230,394円（270,700円－
40,306円）となります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
230,394円が含まれている「230,000円以上233,000円未満」の行を求
め、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」が「４人」の欄との交
わるところをみると、「０」となっていますから、この例の場合は、
源泉徴収をする税額はありません。

（注） 　扶養親族等の数は、控除対象扶養親族の２人に障害者としての１人及び
寡婦としての１人を加えた４人となります。

ロ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、月額表の「その月の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「乙」
欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額です。

（設例４）
イ　給与の支給額（月額）83,900円 ロ　 給与から控除する社会保

険料等なし

（説明）
①　給与から控除する社会保険料等がありませんので、支給額83,900
円がそのまま社会保険料等控除後の給与等の金額になります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
83,900円が含まれている「88,000円未満」の行を求め、その行と
「乙」欄との交わるところをみると、「その月の社会保険料等控除後
の給与等の金額の3.063％に相当する金額」となっていますから、
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2,569円（83,900円×3.063％）が、その求める税額です。
ハ　「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、月額表の「その月の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「乙」
欄との交わるところに記載されている金額を求めます。
③　②により求めた金額から「従たる給与についての扶養控除等申告書」
により申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等１人につき
1,610円を控除した金額が、その求める税額です。

（設例５）
イ　給与の支給額（月額）　151,600円
ロ　給与から控除する社会保険料等なし

ハ　 従たる給与から控除する
控除対象扶養親族２人

（説明）
①　給与から控除する社会保険料等がありませんので、支給額151,600
円がそのまま社会保険料等控除後の給与等の金額になります。
②　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
151,600円が含まれている「151,000円以上153,000円未満」の行を求
め、その行と「乙」欄との交わるところに記載されている9,000円を
求めます。
③　②により求めた9,000円から3,220円（1,610円×２人）を控除した
5,780円が、その求める税額です。

ニ　特殊な場合の税額計算
　月額表は、給与を月単位で支払う場合の税額を求めるように作られて
いますが、実際には数か月分の給与を一括して支払うこととしている場
合や、半月ごとや旬ごとに給与を支払うこととしている場合があります。
このような場合には、次のようにして、その給与から源泉徴収をする税
額を計算します。
Ａ　数か月分の給与を一括して支払うこととしている場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を
給与の計算の基礎となった期間の月数で除して、社会保険料等控除
後の給与等の月割額を計算します。
②　①により求めた月割額について、通常の月給と同じようにして月
額表を使って税額を求めます。
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③　②により求めた税額にその給与の計算の基礎となった期間の月数
を乗じた金額が、源泉徴収をする税額です。

（設例６）
イ　半期（６か月）分の役員報酬額
　　　　　　　　　　　　4,853,400円
ロ　給与から控除する社会保険料等なし

ハ　源泉控除対象配偶者あり
ニ　控除対象扶養親族２人

　この設例は、半期（６か月）分の役員報酬をその期末にまとめ
て支払う場合で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
いる人の例です。

（説明）
①　給与から控除する社会保険料等がありませんから、報酬額
4,853,400円を６で除して月割額を求めると、808,900円となります。
②　①により求めた社会保険料等控除後の給与等の金額の月割額
808,900円について、次のようにして税額を求めます。
　月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
808,900円が含まれている「806,000円以上809,000円未満」の行を求
め、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」が「３人」（源泉控除
対象配偶者と控除対象扶養親族２人の合計３人）の欄との交わると
ころに記載されている65,740円が社会保険料等控除後の給与等の金
額の月割額808,900円に対する税額となります。
③　②により求めた月割額に対する税額65,740円を６倍した金額
394,440円（65,740円×６）が、半期の役員報酬4,853,400円から源泉
徴収をする税額です。

Ｂ　半月ごとに給与を支払うこととしている場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を
２倍して月額に換算します。
②　①により月額に換算した金額について、通常の月給と同じように
して月額表を使って税額を求めます。
③　②により求めた税額を２分の１したものが、半月分の給与から源
泉徴収をする税額です。

（注）１ 　この方法によって税額を計算するのは、給与の支給期が半月ごとと定
められている場合であって、支給期が各月ごとに定められている給与を
資金繰りの都合等で15日と30日とに分けて支払うというような場合は、
関係がありません。

　　　 　なお、このように支給総額が確定している給与を分割して支払う場合
に、それぞれの支払の際に徴収すべき税額は、その確定している支給総
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額に対する税額をそれぞれの支払額にあん分して計算します（所基通
183～193共－１）。

　　２ 　給与の支給期が半月ごとと定められている場合に、残業手当等の支給
額の関係などで、例えば、15日の給与が50,000円、30日の給与が80,000
円となったようなときでも、その15日の給与と30日の給与のそれぞれに
ついて、上記①から③までの方法により源泉徴収をする税額を計算すれ
ばよいことになります。また、25日に結婚し、源泉控除対象配偶者を有
することになったため、扶養親族等の数に異動があったような場合でも、
15日に支給した給与に対する税額の計算のやり直しはしないことになっ
ています。

（設例７）
イ　給与の支給額（半月額）119,500円
ロ　給与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　 17,284円

ニ　控除対象扶養親族１人
ホ　本人が寡婦に該当

ハ　源泉控除対象配偶者なし
　この設例は、給与を半月ごとに支払うこととしている場合で、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の例です。

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、102,216円（119,500円－
17,284円）ですから、これを２倍すると、204,432円（102,216円×
２）となります。
②　①により求めた社会保険料等控除後の給与等の金額を月額に換算
した金額204,432円について、月額表の甲欄により扶養親族等の数が
２人（控除対象扶養親族１人に寡婦としての１人分を加えたもので
す。）の場合の税額を求めると1,670円となります。
③　②により求めた税額1,670円を２分の１した金額835円が、半月分
の給与119,500円から源泉徴収をする税額です。

Ｃ　旬ごとに給与を支払うこととしている場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を
３倍して月額に換算します。
②　①により月額に換算した金額について、通常の月給と同じように
して月額表を使って税額を求めます。
③　②により求めた税額を３分の１したものが、旬ごとの給与から源
泉徴収をする税額です。

Ｄ　給与を追加して支給する場合
　給与の追加支給が行われた場合に、その追加して支給する給与から
徴収する税額は、追加して支給する給与をそれまで支払った給与に加
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算した金額を基として求めた税額から、それまでに支払った給与から
徴収した税額を控除して求めます（所基通183～193共－２）。
　なお、給与の改訂が既往に遡って実施されたことに伴って支給され
る新旧給与の差額については、その差額を、その差額の支給期に支払う
普通給与に加算して税額を求めることも、また、その差額の総額を賞与
として徴収税額を計算することもできます（所基通183～193共－５）。

（設例８）
イ　既に支給したその月分の給与の額　　　287,200円
ロ　給与から控除した社会保険料等　　　　 40,355円
ハ　既に支給した給与からの徴収税額　　　　3,200円
ニ　源泉控除対象配偶者あり
ホ　控除対象扶養親族１人
ヘ　追加支給する給与　　17,800円
　この設例は、給与を追加して支給する場合で、「給与所得者の
扶養控除等申告書」を提出している人の例です。

（説明）
①　まず、既に支給した給与と追加支給する給与との合計額を求める
と305,000円（287,200円＋17,800円）となります。
②　次に①の合計額から社会保険料等を控除します。
　305,000円－40,355円＝264,645円
③　月額表の甲欄により②で求めた264,645円に対する税額を求めると
3,840円となります。
④　③で求めた税額から既に支給した給与からの徴収税額を控除した
640円（3,840円－3,200円）が追加支給した給与から源泉徴収をする
税額です。

Ｅ　給与が税引手取額で定められている場合
　給与の支給額が税引手取額で定められている場合には、税引手取額
を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を給与の支給額として、
源泉徴収税額を計算します（所基通181～223共－４）。

（設例９）
イ　税引手取給与の額（月額）　　　184,900円
ロ　給与から控除する社会保険料等なし
　この設例は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してい
ない人の例です。
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（説明）
①　まず、月額表「乙」欄によって「その月の社会保険料等控除後の
給与等の金額」が184,900円の場合の税額15,300円を求めます。
②　次に、税引手取給与の額184,900円と税額の合計額が「その月の
社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に定める給与等の範囲
（「以上、未満」欄）内の金額となるように、税額欄を税額の大きく
なる方へ順次見て行くと、下図の○印のところが税額23,300円と税
引手取給与の額184,900円との合計額208,200円を含む給与等の範囲
（その月の社会保険料等控除後の給与等の金額　207,000円以上
209,000円未満）内となります。したがって、23,300円が税引手取給
与の額184,900円に対する源泉徴収税額となります。

（税額表抜粋）

円
183,000
185,000
187,000
189,000
191,000
193,000
195,000
197,000
199,000
201,000
203,000
205,000
207,000

（184,900＋15,300＝200,200⇒×）

（184,900＋22,200＝207,100⇒×）
（184,900＋22,700＝207,600⇒×）
　184,900＋23,300＝208,200⇒○

円
185,000
187,000
189,000
191,000
193,000
195,000
197,000
199,000
201,000
203,000
205,000
207,000
209,000

円
○15,300
16,000
16,700
17,500
18,100
18,800
19,500
20,200
20,900
21,500
22,200
 22,700
○23,300

その月の社会保険料
等控除後の給与等の
金額

乙

以　上 未　満 税　額

　なお、社会保険料等控除後の税引給与の金額とそれに対する税額
との合計額が88,000円未満の場合及び860,000円を超える場合には、
月額表の「乙」欄に従って一定の算式を作成し、この算式により求
めることになります。

ロ　日額表を適用する場合の税額の求め方
　日額表の使い方は、月額表の使い方と大体同じですが、具体的な設例で
説明しますと、次のようになります。
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合
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①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、日額表の「その日の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「甲」
欄の「扶養親族等の数」欄の該当する人数の欄との交わるところに記
載されている金額が、その求める税額です。

（設例１）
イ　給与の支給額（週給）　81,300円

ロ　給与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　 11,527円

ハ　源泉控除対象配偶者なし

ニ　控除対象扶養親族１人

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、69,773円（81,300円－
11,527円）ですから、これを１日当たりに換算すると、9,967円
（69,773円÷７日（１週間））（１円未満切捨て）となります。
②　日額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」の欄で
9,967円が含まれている「9,900円以上10,000円未満」の行を求め、そ
の行と「甲」欄の「扶養親族等の数」が「１人」の欄との交わると
ころに記載されている金額220円を求めます。
③　②により求めた金額220円を７倍した金額1,540円が、週給
81,300円から源泉徴収をする税額です。

ロ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、日額表の「その日の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「乙」
欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額です。

（設例２）
イ　給与の支給額（20日ごとに支給）　　124,800円
ロ　給与から控除する社会保険料等なし

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額を日割額にすると、6,240円
（124,800円÷20日）となります。
②　日額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
6,240円が含まれている「6,200円以上6,300円未満」の行を求め、そ
の行と「乙」欄との交わるところに記載されている金額540円を求
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めます。
③　②により求めた金額540円を20倍した金額10,800円が、20日分の給
与124,800円から源泉徴収をする税額です。

ハ　「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
②　①により求めた金額に応じて、日額表の「その日の社会保険料等控
除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求め、その行と「乙」欄と
の交わるところに記載されている金額を求めます。
③　②により求めた金額から「従たる給与についての扶養控除等申告書」
により申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等１人につき
50円を控除した金額が、その求める税額です。

（設例３）
イ 　給与の支給額（17日に採用して30日までの14日間の給与の額）
72,800円
ロ　給与から控除する社会保険料等なし
ハ　従たる給与から控除する控除対象扶養親族１人

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額を日割額にすると、5,200円
（72,800円÷14日）となります。
②　日額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
5,200円が含まれている「5,200円以上5,300円未満」の行を求め、そ
の行と「乙」欄との交わるところに記載されている金額330円を求
めます。この金額から従たる給与から控除する控除対象扶養親族１
人について50円を控除した金額280円（330円－50円）を求めます。
③　②により求めた金額280円を14倍した金額3,920円が、14日分の給
与72,800円から源泉徴収をする税額です。

ニ　臨時雇用者の場合──丙欄適用者の場合
　日額表には、丙欄が設けられていますが、この欄は、次に掲げる給与に
ついて源泉徴収をする税額を求める場合に使用します（所基通185－８）。
イ　労働した日又は時間によって算定される給与で、労働した日ごとに
支払うこととしている、いわゆる日雇労働者の給与
ロ　日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与
で、労働した日以外の日において支払われるもの
ハ　あらかじめ定められた雇用契約の期間が２か月以内の者に支払われ
る給与で、労働した日又は時間によって算定されるもの
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　ただし、同一の雇用主のもとに継続して２か月を超えて雇われるこ
ととなるときは、その２か月を超える部分については丙欄は適用でき
ず、甲欄又は乙欄を使ってその税額を求めることになります（所令
309、所基通185－８）。

（設例４）
イ　日雇労働者の賃金（日額）　　　13,130円
ロ　給与から控除する社会保険料等　　787円

（説明）
①　社会保険料等控除後の給与等の金額は、12,343円（13,130円－　
787円）となります。
②　日額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄で、
12,343円が含まれている「12,300円以上12,400円未満」の行を求めま
す。その行と「丙」欄との交わるところに記載されている110円が
日雇賃金13,130円から源泉徴収をする税額です。

２　賞与に対する源泉徴収
⑴　税額表等の適用区分
　賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉
徴収税額の算出率の表」（以下「算出率表」といいます。）を使って求め
ますが、月額表を使って求める場合もあります。その区分を表であらわ
しますと、次のようになります。
　なお、日額表の丙欄適用者に支払われる臨時手当等については、「算
出率表」を使用せず、原則として、その支払を受ける日の通常の日雇賃
金と合計して源泉徴収税額を計算します。

賞　与　の　支　給　区　分 使用する
税 額 表

給与所得者の扶
養控除等申告書
の提出の有無

使 用
する欄

① 　前月中に賞与以外の普通給与の支払があ
る人に支払う賞与（前月中の普通給与の10
倍を超える賞与を除きます。）

算出率表
提　出　あ　り 甲　欄

提　出　な　し 乙　欄

② 　前月中に賞与以外の普通給与の支払がな
い人に支払う賞与
③　前月中の普通給与の10倍を超える賞与

月 額 表
提　出　あ　り 甲　欄

提　出　な　し 乙　欄

⑵　税額の求め方
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イ　前月中に賞与以外の普通給与の支払がある人に支払う賞与（前月中
の普通給与の10倍を超える賞与を除きます。）
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、算出率表の甲欄により、その人の前月中の社会保険料等
控除後の給与等の金額と扶養親族等の数とに応じて「賞与の金額
に乗ずべき率」欄に記載されている率を求めます。
②　社会保険料等控除後の賞与の金額に①により求めた率を乗じま
す。これが、その賞与に対する源泉徴収税額になります。

（注） 　賞与以外の普通給与を月の整数倍の期間ごとに支払うこととしている
ため、賞与を支払う月の前月中に給与の支払がなかった場合又は前月中
にその期間の給与をまとめて支払っていた場合には、前月中に支払を受
けた普通給与の額は、その賞与の支払の直前に支払った普通給与の月割
額に相当する額であったものとして算出率表を使用することになります
（所法186①一イ）。

（設例１）
イ　前月の給与（社会保険料等控除後）
　　　　　　　　　　　　　285,454円
ロ　賞与の金額　　　　　　454,800円
ハ　賞与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　 65,401円

ニ　源泉控除対象配偶者あり
ホ　控除対象扶養親族２人

（説明）
①　まず、算出率表の「甲」欄により、「扶養親族等の数」が「３人」
の欄で、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額285,454円が含
まれている「171千円以上295千円未満」の行を求めます。その行
と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されて
いる「2.042％」が、賞与の金額に乗ずる率です。
②　賞与の金額454,800円から社会保険料等65,401円を控除した残額
389,399円に2.042％を乗じた金額7,951円（389,399円×2.042％……
１円未満切捨て）が、その賞与に対する源泉徴収税額です。

（設例２）
イ　前月中に支払った半期（６か月）
　　分の役員報酬　　3,459,000円
ロ　賞与の金額　　　2,132,800円

ニ　源泉控除対象配偶者あり
ホ　 控除対象扶養親族２人
（うち１人が障害者に該
当）

ハ　給与及び賞与から控除する社会保険料等なし
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（説明）
①　まず、前月中に支払った半期分の役員報酬の月割額を求めます。
3,459,000円÷６＝576,500円
②　つぎに、算出率表の「甲」欄により、「扶養親族等の数」が「４
人」の欄で、①で求めた月割額576,500円が含まれている「543千
円以上591千円未満」の行を求めます。その行と「賞与の金額に
乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている「16.336％」が、
賞与の金額に乗ずる率です。
③　賞与の金額2,132,800円に②で求めた率16.336％を乗じた金額
348,414円（2,132,800円×16.336％……１円未満切捨て）が、その
賞与に対する源泉徴収税額です。

ロ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人（「従たる
給与についての扶養控除等申告書」を提出している人を含みます。）
の場合
①　まず、算出率表の「乙」欄により、その人の前月中の社会保険
料等控除後の給与等の金額に応じて、「賞与の金額に乗ずべき率」
欄に記載されている率を求めます。
②　社会保険料等控除後の賞与の金額に、①により求めた率を乗じ
ます。これが、その賞与に対する源泉徴収税額になります。

（設例３）
イ　前月の給与（社会保険料等控除後）
　　　　　　　　　　　　　144,022円
ロ　賞与の金額　　　　　　417,000円

ハ　 賞与から控除する社
会保険料等 60,068円

（説明）
①　まず、算出率表の「乙」欄により、前月の社会保険料等控除後
の給与等の金額144,022円が含まれている「239千円未満」の行を
求めます。その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わると
ころに記載されている「10.21％」が、賞与の金額に乗ずる率です。
②　賞与の金額417,000円から社会保険料等60,068円を控除した残額
356,932円に10.21％を乗じた金額36,442円（356,932円×10.21％
……１円未満切捨て）が、その賞与に対する源泉徴収税額です。
　なお、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があ
る場合に、月額表の乙欄を使って給与や賞与に対する源泉徴収税
額を求めるときは、乙欄に記載されている税額から申告されてい
る扶養親族等の数に応じ、扶養親族等１人につき1,610円を控除し
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ますが、算出率表を使って賞与に対する源泉徴収税額を求めると
きは、この控除はしないことになっています。

ロ　前月中に賞与以外の普通給与の支払がない人に支払う賞与
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の賞与の金額を６（その賞与の計算
の基礎となった期間が６か月を超える場合は、12）で除します。
②　月額表の甲欄によって、①により求めた金額とその人の扶養親
族等の数とに応じた税額を求めます。
（注） 　扶養親族等の数及び税額の求め方は、96ページ以下で説明してい

る主たる給与に対する税額の求め方と同じです。

③　②によって求めた税額を６倍（又は12倍）したものが、その賞
与に対する源泉徴収税額になります。

（設例４）
イ　賞与の金額（計算期間は６か月）
　　　　　　　　　　　　　907,800円
ロ　賞与から控除する社会保険料等
　　　　　　　　　　　　　138,138円

ハ　源泉控除対象配偶者なし
ニ　控除対象扶養親族１人

（説明）
①　賞与907,800円から社会保険料等138,138円を控除した残額
769,662円を６で除すと、128,277円となります。
②　月額表の甲欄によって、社会保険料等控除後の給与等の金額が
128,277円で扶養親族等の数が１人の場合の税額を求めると530円
となります。
③　②により求めた税額530円を６倍した3,180円が、その賞与に対
する源泉徴収税額です。

ロ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の場合
　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に支給す
る賞与については、その支給額から社会保険料等を控除し、これを
６（その賞与の計算の基礎となった期間が６か月を超える場合は、
12）で除した金額を基として月額表の乙欄を使用して税額を求め、
その税額を６倍（又は12倍）したものが、その賞与に対する源泉徴
収税額になります。
　つまり、月額表の乙欄を使用すること以外は、イの「給与所得者の扶
養控除等申告書」を提出している人の場合と、その方法は同じです。
ハ　「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人の場合
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①　まず、社会保険料等控除後の賞与の金額を６（その賞与の計算
の基礎となった期間が６か月を超える場合は、12）で除します。
②　月額表の乙欄によって、①により求めた金額に応じた税額を求
めます。
③　②により求めた税額から「従たる給与についての扶養控除等申
告書」により申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等
１人につき1,610円を控除した金額を求めます。
④　③によって求めた金額を６倍（又は12倍）したものが、その賞
与に対する源泉徴収税額になります。

（設例５）
イ　賞与の金額（計算期間は12か月）
　　　　　　　　　　　　　962,400円
ロ　賞与から控除する社会保険料等なし

ハ　 従たる給与から控除
する控除対象扶養親
族１人

（説明）
①　賞与から控除する社会保険料等がありませんから、賞与の金額
962,400円を12で除すと80,200円となります。
②　月額表の乙欄によって、社会保険料等控除後の給与等の金額が
80,200円の場合の税額を求めると2,456円（80,200円×3.063％……
１円未満切捨て）で、この税額から従たる給与から控除する控除
対象扶養親族１人について1,610円を控除すると846円になります。
③　②により求めた846円を12倍した10,152円が、その賞与に対する
源泉徴収税額です。

ハ　前月中の普通給与の10倍を超える賞与
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の賞与の金額を６（その賞与の計算
の基礎となった期間が６か月を超える場合は、12）で除し、その
金額と前月中の社会保険料等控除後の給与等の金額との合計額を
求めます。
②　月額表の甲欄によって、①により求めた合計額について、その
人の扶養親族等の数に応じた税額を求めます。
③　月額表の甲欄によって、前月中の社会保険料等控除後の給与等の
金額についてその人の扶養親族等の数に応じた税額を求めます。
④　②により求めた税額から③により求めた税額を控除した金額を
６倍（又は12倍）した金額が、その賞与に対する源泉徴収税額に
なります。
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（設例６）
イ　 前月中の給与の金額（社会保険
料等控除後）　　　　　166,531円

ロ　賞与の金額（計算期間は６か月）
　　　　　　　　　　　　1,923,000円

ハ　 賞与から控除する
社会保険料等　254,168円

ニ　源泉控除対象配偶者なし
ホ　控除対象扶養親族１人

（説明）
①　賞与の金額1,923,000円から社会保険料等254,168円を控除し、こ
れを６で除した金額278,138円（１円未満切捨て）と前月中の社会
保険料等控除後の給与等の金額166,531円との合計額444,669円を
求めます。
②　月額表の甲欄によって、①により求めた合計額444,669円について
扶養親族等の数１人の場合の税額を求めると16,950円になります。
③　月額表の甲欄によって、前月中の社会保険料等控除後の給与等
の金額166,531円について扶養親族等の数１人の場合の税額を求め
ると、1,930円となります。
④　②により求めた税額16,950円から③により求めた税額1,930円を
控除した残額15,020円を６倍した金額90,120円が、その賞与に対
する源泉徴収税額です。

ロ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の場合
　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に支給す
る賞与については、その支給額から社会保険料等を控除し、これを
６（その賞与の計算の基礎となった期間が６か月を超える場合は、
12）で除した金額と前月中の社会保険料等控除後の給与等の金額と
の合計額を基として、月額表の乙欄を使用して税額を求め、この税
額から前月中の社会保険料等控除後の給与等の金額について月額表
の乙欄を使用して求めた税額を控除した金額を６倍（又は12倍）し
た金額が、その賞与に対する源泉徴収税額になります。
　つまり、月額表の乙欄を使用すること以外は、イの「給与所得者の扶
養控除等申告書」を提出している人の場合と、その方法は同じです。
ハ　「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人の場合
①　まず、社会保険料等控除後の賞与の金額を６（その賞与の計算
の基礎となった期間が６か月を超える場合は、12）で除し、その
金額と前月中の社会保険料等控除後の給与等の金額との合計額を
求めます。
②　月額表の乙欄によって、①により求めた合計額についての税額
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を求め、その税額から「従たる給与についての扶養控除等申告書」
により申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等１人に
つき1,610円を控除した金額を求めます。
③　月額表の乙欄によって、前月中の社会保険料等控除後の給与等
の金額についての税額を求め、その税額から「従たる給与につい
ての扶養控除等申告書」により申告されている扶養親族等の数に
応じ、扶養親族等１人につき1,610円を控除した金額を求めます。
④　②により求めた金額から③により求めた金額を控除した金額を
６倍（又は12倍）した金額が、その賞与に対する源泉徴収税額に
なります。

（設例７）
イ　前月の給与（社会保険料等なし）
　　　　　　　　　　　  132,200円
ロ　賞与の金額（計算期間は６か月）
　　　　　　　　　　　1,539,000円

ハ　賞与から控除する社会
　　保険料等なし
ニ　従たる給与から控除す
　　る控除対象扶養親族１人

（説明）
①　賞与から控除する社会保険料等がありませんから、賞与の金額
1,539,000円を６で除した金額256,500円と前月中の社会保険料等控
除後の給与等の金額132,200円との合計額388,700円を求めます。
②　月額表の乙欄によって、①により求めた合計額388,700円につい
て税額78,800円を求め、この税額から1,610円（従たる給与から控
除する控除対象扶養親族１人分）を控除した金額77,190円を求め
ます。
③　月額表の乙欄によって、前月中の社会保険料等控除後の給与等
の金額132,200円について税額6,000円を求め、この金額から1,610
円（従たる給与から控除する控除対象扶養親族１人分）を控除し
た金額4,390円を求めます。
④　②により求めた金額77,190円から③により求めた金額4,390円を
控除した金額72,800円を６倍した金額436,800円が、その賞与に対
する源泉徴収税額です。

３　年末調整
　年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与
所得者の各人ごとに、給与を支払う都度源泉徴収をした税額の合計額と、
その年中の給与の支給総額について納付すべき税額（年税額）とを比較し
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て過不足額の精算を行うことをいいます。この年末調整は、給与所得以外
に他に所得のない大部分の給与所得者にとって確定申告に代わる役目を果
たす重要な手続であるといえます。
（注）　その年中の給与の支給総額について納付すべき税額（年税額）は、次の手順

によって求めます。

①　次の速算表によって「算出所得税額」を求めます。

（平成30年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）
課税給与所得金額A 税　率B 控除額C 税額＝A×B－C

 1,950,000円以下
1,950,000円超 3,300,000円 〃
3,300,000円〃 6,950,000円 〃
6,950,000円〃 9,000,000円 〃
9,000,000円〃 17,420,000円 〃

 5％
10％
20％
23％
33％

－
   97,500円
  427,500円
  636,000円
1,536,000円

A×５％
A×10％－97,500円
A×20％－427,500円
A×23％－636,000円
A×33％－1,536,000円

（注）１ 　課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てま
す。

　　２ 　課税給与所得金額が17,420,000円を超える場合は、平成30年分の年末調
整の対象となりません。

②　①で求めた算出所得税額から（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額を控
除し、「年調所得税額」を求めます。なお、（特定増改築等）住宅借入金等特別
控除の適用を受けない人については、算出所得税額がそのまま年調所得税額と
なります。
③　②で求めた年調所得税額に102.1％を乗じて、復興特別所得税を含む「年調年
税額」を求めます。
　なお、この年調年税額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨
てます。

⑴　年末調整を行う理由
　毎月（毎日）給与を支払う際に税額表によって所定の税額を徴収して
いても、次のような理由によって給与を支払う都度源泉徴収をした税額
の合計額と、その年中の給与の支給総額に対して計算した年税額とは一
致しないのが通常です。このため、源泉徴収税額の過不足額を精算する
必要がありますが、この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
イ　源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者で、一定の要件に該当する
配偶者については、年末調整の際に控除することになっていること。
ロ　その年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があること。
ハ　月額表などの税額表の作り方が簡略化されていること（老人控除対
象配偶者や老人扶養親族の割増控除などは考慮せず、また、障害者、
寡婦（夫）等の控除は、通常の控除対象扶養親族がそれぞれ１人多く
いるものとして税額表を適用することになっていることなど）。
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ニ　生命保険料控除、地震保険料控除などは、年末調整の際に控除する
ことになっていること。
ホ　賞与の源泉徴収税率は、賞与が年間を通じて給与の５か月分支払わ
れるものとして算出されていること。
ヘ　年末調整の際に税額控除（（特定増改築等）住宅借入金等特別控除）
を行うこと。

⑵　年末調整を行う時期
　年末調整は、原則として、その年最後に給与を支払う際に行います（所
法190）が、これには、次のような特例があります。
イ　年末の賞与を12月分の通常の給与より先に支払う場合の特例
　12月に賞与以外の通常の給与と賞与とを支払う場合で、賞与を先に
支払うときには、賞与に対する税額計算の手数を省略する意味から、
その賞与をその年最後に支払う給与とみなして、その賞与を支払う際
に年末調整を行うことができます（所基通190－６）。
　この場合には、後で支払う12月分の通常の給与の見積額とそれに対
する源泉徴収税額の見積額とを含めたところで年末調整を行うことに
なりますが、12月分の通常の給与の実際の支払額とそれに対する源泉
徴収税額がその見積額と異なることとなった場合には、その12月分の
通常の給与を支払う際に年末調整の再計算をします。
ロ　年の中途で退職等をした人の場合の特例
　次の場合には、それぞれの場合に該当することとなった時に、その
人について年末調整を行います。
イ　給与の支払を受ける人が死亡により退職した場合
ロ　給与の支払を受ける人が海外の支店等に転勤したことにより非居
住者となった場合
ハ　給与の支払を受ける人が著しい心身の障害のため退職した場合
で、退職の時期からみてその年中において再就職することができな
いと認められ、かつ、退職後その年中に給与の支払を受けることと
なっていないとき
ニ　給与の支払を受ける人が12月に支給期の到来する給与の支払を受
けた後に退職した場合
ホ　いわゆるパートタイマーとして働いている人などが年の中途で退
職した場合で、その人がその年中に支払を受ける給与の総額が103
万円以下であるとき（退職後その年中に他の勤務先等から給与の支
払を受けると見込まれる場合を除きます。）
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⑶　年末調整の対象とならない人
　年末調整は、原則としてその年最後に給与の支払をする際に行うこと
になっていますが、次に掲げるような人に支払う給与は、年末調整の対
象となりません。
イ　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
　その年最後に給与を支払う時までに「給与所得者の扶養控除等申告
書」を提出していない人については、年末調整を行いません。
　なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人は、
通常は、次のような人です。
イ　２か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者
に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人（いわゆる
乙欄適用者）
ロ　労働した日又は時間によって算定され、しかも労働した日ごとに
支払われる給与（日額表の丙欄を適用する給与）の支払を受けてい
る人（日雇労働者など）
ハ　国内に、住所も１年以上の居所も有していない人（非居住者）
ロ　その年中に支払を受ける給与の収入金額が2,000万円を超える人
ハ　年の中途で退職（死亡退職などを除きます。）した人
（注） 　中途退職者については、年末調整を行わなければならない場合があります

から、⑵の「年末調整を行う時期」を参照してください。

ニ　「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規
定によりその年中の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税につ
き徴収猶予や還付を受けた人

⑷　年末調整の対象となる給与
　年末調整の対象となる給与は、その年１月１日から12月31日までの間
に支払うことが確定した給与です。
　したがって、実際にその給与を支払ったかどうかに関係なくその年中
に支払うことが確定している給与は、たとえ未払であっても、その年中
の給与に含めて年末調整を行うことになります。
（注）１ 　給与の支払が確定する時期については、「Ⅲ　給与所得の収入すべき時

期」（38ページ）を参照してください。
　　２ 　年末調整の事務手順などその詳しい内容については、年末調整を行う時期

に税務署から配布する説明書「年末調整のしかた」を参照してください（「年
末調整のしかた」は国税庁ホームページにも掲載されます。）。

Ⅶ　給与の支払明細書の交付
　国内において給与の支払をする者は、支払の際に、給与の金額、源泉徴収
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税額など必要な事項を記載した支払明細書をその支払を受ける人に交付する
必要があります（所法231、所規100）。
（注）１ 　給与の支払をする者は、給与の支払を受ける人の承諾を得て、書面による給

与の支払明細書の交付に代えて、給与の支払明細書に記載すべき事項を電磁的
方法により提供することができ、この提供により、給与の支払をする者は、給
与の支払明細書を交付したものとみなされます。

　　　 　ただし、給与の支払を受ける人の請求があるときは、給与の支払をする者は
書面により給与の支払明細書を交付する必要があります。

　　２ 　給与の支払を受ける人に支払明細書を交付しなかったり、偽りの記載をして
交付（電磁的方法により提供）したりした者は、一年以下の懲役又は50万円以
下の罰金に処すこととされています（所法242①七）。

Ⅷ　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付
　居住者に対し国内において給与を支払う際に源泉徴収をした所得税及び復
興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日（納期の特例の承認を受けて
いる場合には７月10日と翌年１月20日）までに、e‒Taxを利用して納付する
か又は「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）」を添えて、
最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します（所法183①、
190、220、所規80、国税通則法34①、復興財確法28⑤、復興特別所得税省令６）。
ただし、法人が役員に対して支給する賞与について支払の確定した日から１
年を経過した日までに支払がない場合には、その１年を経過した日に支払が
あったものとみなして、未払賞与に対して源泉徴収をしなければならないこ
とになっています（所法183②）。
　なお、納付する税額がない場合であっても、この所得税徴収高計算書（納
付書）は所轄の税務署にe‒Taxを利用するか又は郵便若しくは信書便により
送付又は提出してください（所得税徴収高計算書（納付書）の記載について
は345ページの記載例を参照してください。）。
（注） 　納期の特例の承認を受けている場合、所得税徴収高計算書（納付書）は、次に

より記載してください。
　　１ 　「人員」欄には、各月の実人員の合計数を記載します。例えば、１月から６月

まで毎月２人に給与を支払っている場合の人員は、12人となります。
　　２　「支給額」、「税額」の各欄には、各月の支給額や税額の合計額を記載します。


